
 

蘇生処置及び延命を目的とした処置に関する
方針決定のためのフローチャート

同意書に基づき該当の

延命処置を開始しない。
同意書に基づき現在行っている該当の

延命処置を終了する。

延命処置終了の同意書
を取得する。*1

延命処置不開始の同意書
を取得する。*1

「回復の見込みがない状態」であることに
ついて、ＩＣを取得・記録し、患者・家族と

医療チームで、今後の処置の方針を共有
する。医療チームが、患者・家族に延命処
置に関する説明を行う。

*1 それぞれの同意書・意向確認書において、患者が判断能力がない、または
意思表示ができないといった場合、代諾の署名が必要となります。また、患者が
満18歳未満の場合は、両親（又は親権を有する者）から同意を得る必要がありま
す。

患者・家族からの申し出に応じて、医療
チームが同意書取得について判断をする。
事前指示文書（リビングウィル）があれば、
尊重する。

医療チームが「回復の見込みがない状態」に
なる可能性を認識する。

意向確認書 を取得する。*1

救急搬送患者や、
院内急変患者など、
極めて重症な状態
である。

医療チームが「回復の見込みがない状態」
と判断する。

必要に応じて臨床倫理委員会
に審議を依頼する。

DNAR同意書
を取得する*1

CPRを行わない。

延命処置の不開始・終了、及びDNARのいずれにおいても、患者・家族の意思

に基づき，かつ，現行法に則し，医学的，倫理的観点から患者にとって最善と

考えられる治療・ケアを提供しなければならない。

心停止となる。

意向確認書において、心停止
時に蘇生処置を望んでいない。


